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２
月
15
日
か
ら

平
成
30
年
分
所
得
税
申
告
相
談

　

平
成
30
年
分
の
所
得
税
の
申
告
相

談
受
付
が
、２
月
15
日
か
ら
始
ま
り

ま
す
。申
告
さ
れ
る
方
は
、必
ず
正
し

い
申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方

① 

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
が

あ
る
方

② 

給
与
所
得
の
あ
る
方
で
、次
に
該

当
す
る
場
合

▼
平
成
30
年
中
の
給
与
収
入
が
、２

　

０
０
０
万
円
を
超
え
る
場
合

▼�

給
与
を
１
か
所
か
ら
受
け
、地
代
・

家
賃
な
ど
の
収
入
が
あ
り
、給
与

所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
こ
れ
ら

の「
所
得
の
合
計
額
」が
20
万
円
を

超
え
る
場
合

▼�

給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受
け
て

い
る
方
で
、主
た
る
給
与
以
外
の

給
与
の
収
入
金
額
と
給
与
所
得
お

よ
び
退
職
所
得
以
外
の
所
得
の
金

額
の
合
計
が
20
万
円
を
超
え
る
方

　

個
人
か
ら
年
間
１
１
０
万
円
を
超

え
る
財
産
の
贈
与
を
受
け
た
場
合

は
、原
則
と
し
て
贈
与
税
の
確
定
申

告
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

確
定
申
告
が
必
要
な
方
で
申
告
を

し
な
か
っ
た
り
、誤
っ
た
申
告
を
さ

れ
ま
す
と
、後
で
不
足
の
税
金
を
納

め
て
い
た
だ
く
だ
け
で
な
く
、更
に

加
算
税
や
延
滞
税
を
納
め
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

町
県
民
税
の
申
告
は
、町
県
民
税

や
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
資
料
の

基
と
な
る
と
と
も
に
、所
得
証
明
書

の
発
行
や
、各
種
手
当
て
の
受
給
者

資
格
の
判
定
や
支
給
額
の
算
定
な
ど

を
す
る
た
め
の
資
料
に
な
り
ま
す
。

平
成
31
年
１
月
１
日
現
在
で
日
高
町

に
お
住
ま
い
の
方
は
、申
告
が
必
要

で
す
。（
申
告
不
要
の
方
も
お
ら
れ
ま

す
の
で
、ご
確
認
く
だ
さ
い
）

町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

・�

勤
務
す
る
事
業
所
な
ど
か
ら
、役

場
に
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ

れ
な
い
方

・�

所
得
税
の
確
定
申
告
は
し
な
い
が
、

扶
養
控
除
や
社
会
保
険
料
控
除
、

医
療
費
控
除
な
ど
を
受
け
る
方

・�

平
成
30
年
中
に
会
社
退
職
な
ど
に

よ
り
、年
末
調
整
を
受
け
て
い
な

い
方

・�
所
得
税
の
確
定
申
告
は
必
要
な
い

が
、雑
所
得
、一
時
所
得
、事
業
所

得
な
ど
の
所
得
の
あ
る
方（
農
業

な
ど
で
町
申
告
の
方
）

・�

前
年
に
収
入
が
な
か
っ
た
方（
町

内
在
住
者
の
被
扶
養
者
は
除
き
ま

す
）な
ど

町
県
民
税
の
申
告
が
不
要
な
方

・
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
方

・�

給
与
所
得
の
み
の
所
得
で
、勤
務

先
か
ら
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出

さ
れ
て
い
る
方

・�

公
的
年
金
の
み
の
収
入
で
、他
に

控
除
す
る
も
の
が
な
い
方

・�

収
入
が
な
く
、同
一
世
帯
の
家
族

の
方
が
、会
社
の
年
末
調
整
ま
た

は
確
定
申
告
で
扶
養
親
族
と
し
て

届
出
さ
れ
て
い
る
方（
年
少
扶
養

も
含
み
ま
す
）な
ど

申
告
期
限
・
場
所

受
付
期
間

　

平
成
31
年
３
月
15
日（
金
）ま
で

�

（
土
・
日
曜
は
除
く
）

申
告
場
所
お
よ
び
時
間 

　

役
場�

３
階
大
会
議
室（
午
前
９
時

～
午
後
５
時
）（
左
頁
の
日
程
表
参

照
）

町
県
民
税
の
申
告

お問い合わせは、
（☎63・3802）まで。

税 

務 

課

お
知
ら
せ
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月日 曜日 地区名 受付時間 会場
2.15 金

内原

原谷

午前９時
〜午後５時

日高町役場
（３階大会議室）

2.18 月 池田
2.19� 火 小中
2.20 水

萩原
2.21� 木
2.22 金

荊木
2.25 月
2.26 火

高家
2.27 水
2.28 木

志賀

小杭・柏・上志賀
3.1 金 小池・久志
3.4 月 中志賀
3.5 火 下志賀
3.6 水 谷口
3.7 木

比井崎
比井

3.8 金 津久野・小坂・小浦・方杭・産湯
3.11 月 阿尾・田杭
3.12 火

町内全地区
3.13 水

町県民税・所得税申告相談 日程表

お問い合わせは税務課（☎63・3802）まで。

申
告
当
日
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

（
確
定
申
告
・
町
県
民
税
の
申
告
共
通
）

①
認
め
の
印
鑑

②
所
得
関
係
書
類

　

平
成
30
年
中（
１
月
１
日
か
ら
12

月
31
日
ま
で
）の
収
入
な
ど
が
確
認

で
き
る
書
類（
源
泉
徴
収
票
、収
支
内

訳
書
、給
与
明
細
な
ど
）

③
控
除
関
係
書
類

　

平
成
30
年
中
に
支
払
わ
れ
た
生
命

保
険
・
地
震
保
険
・
国
民
健
康
保
検
・

介
護
保
険
・
後
期
高
齢
者
保
険
・
国

民
年
金
な
ど
の
支
払
証
明
書
、医
療

費
領
収
書
な
ど

④ 

障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
、障

害
者
手
帳
な
ど

⑤ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
及
び
提
示

が
必
要
と
な
り
ま
す

⑥
そ
の
他
、申
告
に
必
要
な
関
係
書
類

町
税
は
口
座
振
替
で
！

　

税
金
は
、私
た
ち
が
豊
か
で
安
全

な
暮
ら
し
が
出
来
る
よ
う
警
察
や
消

防
、保
健
衛
生
や
教
育
な
ど
の
公
共

サ
ー
ビ
ス
や
、道
路
や
橋
、港
湾
や
上

下
水
道
な
ど
の
公
共
施
設
の
整
備
・

充
実
に
充
て
ら
れ
て
い
ま
す
。私
た

ち
が
社
会
の
一
員
と
し
て
暮
ら
し
て

い
く
た
め
に
、み
ん
な
で
出
し
合
っ

て
負
担
し
て
い
る
の
が
税
金
で
す
。

　

税
務
課
で
は
便
利
で
安
心
、確
実

な
口
座
振
替
制
度
の
ご
利
用
を
お

勧
め
し
て
い
ま
す
。口
座
振
替
を
利

用
さ
れ
る
方
は
、紀
州
農
業
協
同
組

合
、な
ぎ
さ
信
用
漁
業
協
同
組
合
連

合
会
、紀
陽
銀
行
、き
の
く
に
信
用
金

庫
、近
畿
労
働
金
庫
、ゆ
う
ち
ょ
銀
行

の
各
金
融
機
関
窓
口
で
口
座
振
替
さ

れ
る
通
帳
と
届
出
さ
れ
て
い
る
印
鑑

を
ご
持
参
の
う
え
、お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。口
座
振
替
依
頼
書
は
、税
務

課
窓
口
お
よ
び
各
金
融
機
関
窓
口
に

て
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

※�

口
座
振
替
の
受
け
付
け
は
金
融
機
関
窓

口
の
み
で
す
。税
務
課
窓
口
で
の
受
け
付

け
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い


